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近
年
、
ペ
ッ
ト
動
物
は
、
家
族
の
一
員
と
い
う
認

識
が
急
速
に
広
ま
り
つ
つ
あ
る
と
共
に
、
輸
入
に
よ

る
非
在
来
種
な
ど
多
彩
な
種
類
の
動
物
が
飼
育
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
他
方
、
飼
い
主
の
動

物
の
飼
育
に
関
す
る
知
識
、
モ
ラ
ル
の
欠
如
等
に
よ

り
、
周
辺
の
生
活
環
境
に
影
響
を
及
ぼ
す
事
例
が
増

加
す
る
な
ど
の
問
題
も
生
じ
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
状
況
に
対
処
す
る
た
め
、
国
で
は
、
昭
和
四
十

八
年
に
制
定
さ
れ
た
「
動
物
の
保
護
及
び
管
理
に
関

す
る
法
律
」
を
「
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る

法
律
（
以
下
、
「
動
愛
法
」
と
い
う
）
」
に
平
成
十
一

年
十
二
月
改
正
し
、
平
成
十
二
年
十
二
月
一
日
施
行

し
た
。

　
ま
た
、
本
市
に
お
い
て
は
、
昭
和
五
十
二
年
に
制

定
し
た
「
横
浜
市
動
物
保
護
管
理
条
例
（
以
下
、

「
旧
条
例
」
と
い
う
）
」
に
よ
り
動
物
関
係
行
政
を
進

め
て
き
た
が
、
制
定
当
時
に
比
べ
ペ
ッ
ト
動
物
に
対

す
る
市
民
意
識
は
大
き
く
変
化
し
て
き
て
い
る
。
そ

の
た
め
改
正
さ
れ
た
「
動
愛
法
」
の
趣
旨
及
び
市
民

ニ
ー
ズ
に
沿
う
よ
う
「
旧
条
例
」
を
全
部
改
正
し
、

「
横
浜
市
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

（
以
下
「
動
愛
条
例
」
と
い
う
）
」
と
し
て
、
平
成
十

二
年
十
二
月
二
十
五
日
に
公
布
し
た
。

　
以
下
、
横
浜
市
の
動
物
関
係
行
政
の
現
状
、
地
域

に
お
け
る
犬
猫
等
の
課
題
及
び
今
後
の
対
応
に
つ
い

て
考
え
て
い
き
た
い
。

１
動
物
関
係
行
政
の
現
状

　
犬
猫
等
ペ
ッ
ト
動
物
に
関
す
る
飼
育
指
導
な
ど
の

動
物
関
係
業
務
は
、
「
動
愛
法
」
「
動
愛
条
例
」
「
狂

犬
病
予
防
法
」
そ
の
他
関
係
法
令
に
基
づ
き
各
区
保

健
所
衛
生
課
、
衛
生
局
生
活
衛
生
部
食
品
衛
生
課
動

物
保
護
管
理
係
及
び
畜
犬
セ
ン
タ
ー
等
の
動
物
愛
護

特
集
・
都
市
生
活
と
動
物
④
都
市
生
活
と
ペ
ッ
ト

指
導
員
（
「
旧
条
例
」
で
は
動
物
保
護
指
導
員
）
を

中
心
に
関
係
職
員
が
連
携
し
て
行
っ
て
い
る
。

　
保
健
所
衛
生
課
が
地
域
に
お
け
る
市
民
の
窓
口
と

な
っ
て
、
犬
の
保
護
・
収
容
、
糞
尿
等
の
苦
情
受

付
・
指
導
、
普
及
啓
発
業
務
、
狂
犬
病
予
防
事
業
等

を
行
い
、
衛
生
局
動
物
保
護
管
理
係
に
お
い
て
各
区

保
健
所
間
の
調
整
等
に
あ
た
り
、
畜
大
セ
ン
タ
ー
で

は
犬
の
引
取
り
、
保
護
・
収
容
、
処
分
及
び
普
及
啓

発
業
務
等
を
実
施
し
て
い
る
。

①
動
物
保
護
管
理
事
業

ア
　
動
物
愛
護
普
及
啓
発
事
業

　
当
該
事
業
は
広
報
紙
、
ポ
ス
タ
ー
、
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
を
自
治
会
・
町
内
会
等
に
配

布
し
、
普
及
啓
発
を
図
る
と
共
に
、
主
に
個
性
あ
る

区
づ
く
り
推
進
費
自
主
企
画
事
業
予
算
等
に
基
づ
く

各
区
の
独
自
事
業
と
し
て
犬
・
猫
の
健
康
管
理
、
し

①
横
浜
市
の
動
物
関
係
行
政

渡
辺
洋
一 都

市
生
活
と
ペ
ッ
ト
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つ
け
な
ど
適
正
飼
育
に
関
す
る
講
習
会
を
開
催
す
る

な
ど
地
域
に
密
着
し
た
事
業
を
行
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
平
成
十
一
年
度
は
、
動
物
介
在
活
動
の
支

援
事
業
を
鶴
見
区
、
西
区
、
南
区
の
三
区
で
実
施
し
、

各
方
面
か
ら
注
目
を
集
め
て
い
る
。

イ
　
指
定
動
物
の
飼
養
許
可
（
公
立
動
物
園
等
は
除
く
）

　
指
定
動
物
（
人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
に
害
を

加
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
動
物
と
し
て
規
則
で
定
め
る

動
物
を
い
う
）
の
飼
養
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
施

設
基
準
を
設
け
、
許
可
制
と
し
て
い
る
。
申
請
の
受

付
、
手
数
料
の
徴
収
及
び
許
可
調
査
等
は
衛
生
局
動

物
保
護
管
理
係
で
行
っ
て
い
る
。
平
成
十
一
年
度
末
、

本
市
内
で
は
、
ワ
ニ
、
サ
ル
、
ク
マ
等
五
種
類
二
十

七
頭
が
飼
養
さ
れ
て
い
る
。

ウ
　
犬
に
よ
る
咬
傷
事
故

　
咬
傷
事
故
を
起
こ
し
た
犬
の
届
出
件
数
は
、
表
－

１
の
と
お
り
で
、
そ
の
う
ち
の
九
割
程
度
は
飼
い
主

が
判
明
し
て
い
る
。
表
－
２
で
は
、
飼
い
犬
が
係
留

中
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
咬
傷
事
故
が
発
生
し

て
い
る
こ
と
も
示
し
て
い
る
。
事
故
の
再
発
を
防
止

す
る
た
め
、
飼
い
主
に
対
し
て
、
犬
の
習
性
、
係
留

場
所
・
方
法
等
を
考
慮
し
た
適
正
な
飼
育
を
行
う
よ

う
指
導
し
て
い
る
。

エ
　
犬
に
関
す
る
苦
情
対
応
、
飼
育
相
談
及
び

　
失
踪
犬
・
市
民
が
保
護
し
た
犬
に
関
す
る
問
合
せ

　
犬
に
関
す
る
苦
情
対
応
等
こ
れ
ら
の
業
務
は
、
保

健
所
衛
生
課
で
対
応
し
て
い
る
。
市
民
か
ら
寄
せ
ら

れ
る
苦
情
件
数
は
表
-
３
に
、
飼
育
相
談
等
の
問
合

せ
は
表
-
４
に
示
し
て
い
る
。
苦
情
の
件
数
に
つ
い

て
は
、
全
体
と
し
て
横
ば
い
傾
向
だ
が
、
糞
尿
に
よ

る
被
害
が
苦
情
全
体
の
四
割
以
上
を
占
め
て
い
る
。

苦
情
に
は
、
可
能
な
限
り
現
地
調
査
を
実
施
し
、
調

査
結
果
に
基
づ
き
適
切
な
指
導
等
を
実
施
し
て
い

る
。

オ
　
犬
の
保
護
・
収
容
、
引
取
り
、
処
分
（
譲
渡
を

　
含
む
）
、
返
還

　
保
健
所
衛
生
課
と
畜
犬
セ
ン
タ
ー
が
連
携
し
て
業

務
を
行
っ
て
い
る
。
飼
い
主
不
明
犬
等
保
護
・
収
容

頭
数
及
び
飼
え
な
く
な
っ
た
犬
の
引
取
り
頭
数
は
、

表
-
５
の
と
お
り
で
あ
る
。
犬
収
容
総
数
に
つ
い
て

は
年
々
減
少
の
傾
向
に
あ
る
が
、
野
犬
の
減
少
や
係

留
し
て
飼
育
す
る
と
い
う
こ
と
が
定
着
し
て
き
て
い

る
こ
と
が
、
そ
の
主
な
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

収
容
し
た
犬
の
安
楽
死
処
分
頭
数
、
飼
育
用
譲
渡
頭

数
及
び
返
還
頭
数
は
表
ｌ
６
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
飼
い
主
不
明
犬
等
保
護
・
収
容
さ
れ
た
犬
の
う

ち
、
約
半
数
が
飼
い
主
に
返
還
さ
れ
て
い
る
が
、
飼

い
主
は
、
飼
い
犬
が
迷
子
に
な
っ
た
時
の
こ
と
を
考

え
、
連
絡
先
を
記
し
た
札
を
首
輪
に
付
け
る
等
し
て

お
く
と
よ
い
。

カ
猫
に
関
す
る
苦
情
等

　
猫
に
関
す
る
苦
情
等
は
、
表
ｌ
７
に
示
し
て
あ
る

と
お
り
数
多
く
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、
大
部
分
は
、
飼

い
主
の
不
適
切
な
飼
育
管
理
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

各
区
の
保
健
所
に
お
い
て
、
猫
に
関
す
る
苦
情
及
び

相
談
に
つ
い
て
個
々
に
対
応
を
図
る
と
共
に
、
他
人

に
迷
惑
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
「
猫
の
正
し
い
飼
い
方
」

の
周
知
徹
底
及
び
適
切
な
飼
育
管
理
を
指
導
し
て
い

る
。

　
ま
た
、
動
物
に
関
す
る
苦
情
に
お
い
て
は
、
近
所

づ
き
あ
い
が
疎
遠
な
こ
と
か
ら
く
る
ト
ラ
ブ
ル
が
根

底
に
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
解
決
が
難
し
い
場
合
も
認

め
ら
れ
る
。

キ
　
猫
等
の
引
取
り
、
収
容
等

　
猫
の
引
取
り
、
保
管
、
処
分
（
譲
渡
を
含
む
）
、

返
還
に
つ
い
て
横
浜
市
獣
医
師
会
に
委
託
し
て
実
施

咬傷犬届出件数表－1
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表―3　犬に関する苦情件数

し
て
い
る
。
ま
た
、
飼
い
主
不
明
の
負
傷
の
猫
等

（
に
わ
と
り
、
は
と
、
う
さ
ぎ
及
び
あ
ひ
る
）
に
つ

い
て
、
現
場
で
の
保
護
・
収
容
、
応
急
手
当
、
保
管
、

処
分
（
譲
渡
を
含
む
）
な
ど
も
横
浜
市
獣
医
師
会
に

委
託
し
実
施
し
て
い
る
。
猫
以
外
の
負
傷
動
物
は
、

こ
こ
数
年
、
五
十
頭
前
後
が
保
護
・
収
容
さ
れ
て
い

る
。
表
ｌ
８
に
、
猫
の
引
取
り
頭
数
、
収
容
頭
数
、

表
ｌ
９
に
猫
の
処
分
（
譲
渡
を
含
む
）
頭
数
を
示
し

て
い
る
。

ク
　
猫
・
犬
の
不
妊
去
勢
手
術
推
進
事
業

　
毎
年
、
横
浜
市
獣
医
師
会
の
協
力
を
得
て
、
市
内

で
飼
わ
れ
て
い
る
猫
・
犬
千
頭
を
対
象
と
し
て
、
一

頭
当
た
り
五
千
円
（
市
三
千
円
、
獣
医
師
会
二
千
円

表－4　犬関係飼育相談等の問合せ

表－5　犬の保護・収容、引取り頭数
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表－6　犬の処分（譲渡を含む）、返還頭数


